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   議 事 日 程 第 ５ 号 

 

 令和７年１２月１１日（木）午前１０時開議 

 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 議第１１１号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事業の管理者の給 

            与等に関する条例の一部改正について 

日程第３ 議第１１２号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議第１１３号 令和７年度米沢市一般会計補正予算（第７号） 

日程第５ 議第１１４号 令和７年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

日程第６ 議第１１５号 令和７年度米沢市後期高齢者医療費特別会計補正予算（第２号） 

日程第７ 議第１１６号 令和７年度米沢市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

日程第８ 議第１１７号 令和７年度米沢市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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  午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第５号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次、発言を許可いたします。 

  一つ、市立病院の経営状況の現状と今後の見通

しについて外２点、17番太田克典議員。 

  〔１７番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１７番（太田克典議員） おはようございます、

皆さん。市民平和クラブの太田克典です。 

  まずもって、お忙しいところ傍聴においでくだ

さいました皆様に、そして、ユーチューブを御覧

の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

  初当選以来、34回目の一般質問になります。今

回は３項目を取り上げました。 

  １点目は、市立病院の経営状況の現状と今後の

見通しについて伺います。 

  厚生労働省が11月26日に発表した医療経済実態

調査の内容が、翌27日付の新聞各紙で報じられま

した。国公立や民間も含めた一般病院の約６割が

2024年度に赤字だったことや、平均の利益率がマ

イナス7.3％だったことなどが主な内容として示

されています。 

  さきの米沢市議会９月定例会では各会計の令和

６年度決算が議会に示されましたが、全国の病院

のこうした厳しい状況は令和６年度米沢市立病院

事業会計決算書にも表れています。 

  例えば、キャッシュフロー計算書の一時借入金

の状況や資金期末残高の額の少なさ、貸借対照表

の流動負債の増加の推移や流動資産との関係、さ

らには、監査委員が資金不足を指摘していること

などが挙げられます。 

  こうした状況を考えると、市立病院の経営は今

後とも大丈夫なのか、懸念されるところです。 

  そこで、米沢市立病院の経営状況の現状と今後

の見通しについて伺います。 

  小項目１として、市立病院の現在の経営状況は

どうなっているでしょうか。全体的なことを、ま

ず病院開設者である市長からお答えいただきたい

と思います。 

  次に、経営状況を表す具体的な額や数字、昨年

３月に策定された米沢市立病院経営強化プランの

進捗状況をお知らせください。 

  このうち、米沢市立病院経営強化プランについ

ては、令和６年度決算との乖離はどの程度だった

かも併せてお聞きします。乖離が大きいとすれば

プランを修正することも必要ではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  次に、小項目２として、経営改善のためにどの

ような取組を行っているか伺います。 

  非常に厳しい経営状況の中で、市立病院として

も独自に経営改善のための取組を行っているもの

と思われますが、その内容を具体的にお示しくだ

さい。 

  次に、小項目３として、今後の経営状況の見通

しについて伺います。 

  まず、今後の経営状況に大きな影響を及ぼすと

思われる地域医療連携推進法人よねざわヘルスケ

アネットについて伺います。 

  この地域医療連携推進法人よねざわヘルスケア

ネットについては、米沢市立病院経営強化プラン

でも、役割と機能の最適化と連携の強化の一例と

して大きく取り上げられています。 

  このよねざわヘルスケアネットを運営すること

により、三友堂病院と市立病院の連携を強化する

とともに、スケールメリットを生かした医薬品、

診療材料等の共同購入化で経費の削減が図られる
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ということがこれまで当局から説明されてきまし

た。そこで、改めて運営状況についてお知らせく

ださい。 

  ２点目は、放課後児童クラブと小学校の連携に

ついて伺います。 

  急激な少子化が進んでいる本市において、少子

化対策とともに子育て支援策を充実させていくこ

とは大変重要な課題の一つであり、放課後児童ク

ラブも子育て支援の一翼を担っていただいている

ということは異論のないところと思います。 

  こうした状況下において、放課後児童クラブと

各小学校との連携を強化するということは、とり

もなおさず子育て支援の強化につながるものと考

えますが、教育委員会ではどのように捉えている

か考えをお聞かせください。 

  まず、小学校や教育委員会と放課後児童クラブ

の連携の具体例をお聞かせください。 

  次に、今後さらに連携を強化していく必要はな

いか当局の考えをお聞きします。 

  ３点目は、本市ＤＭＯにおける米沢観光推進機

構の会員団体の役割等について伺います。 

  本市ＤＭＯにおいて観光推進体制として位置づ

けられる米沢観光推進機構は、幹事会、戦略会議、

会員団体及び事務局で構成されています。このう

ち、会員団体は、市内の観光資源や歴史的、文化

的資源を地域で支えている団体が参画しておりま

す。 

  この団体の中には様々な課題や問題を抱え、Ｄ

ＭＯを通してそれら課題、問題を実現、解決する

ことを期待する声があります。そうした声を市と

してどのように捉え、どのように応えていくのか

お聞きします。 

  改めて伺います。米沢観光推進機構を構成する

会員団体が果たす役割は何でしょうか。また、各

団体は会員となることでどのようなメリットが得

られるでしょうか。市としての考えをお示しくだ

さい。 

  以上、演壇からの質問といたします。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 太田議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、設置者としての市立病院の経営状況

に対する現状認識と今後についてお答えいたしま

す。 

  米沢市立病院は、私が市長に就任する１か月前

の2023年11月に約155億円を投じ、新たに開院しま

した。 

  市立病院は現在263の病床を持ち、救急医療を含

めた急性期を担い、隣接する三友堂病院は回復期

医療を担うことで、２病院で機能分担する官民連

携型の新しい形の病院として市民の大きな期待を

集めてスタートしたのであります。 

  しかしながら、市立病院の経営状況は大変厳し

い状況が続いております。病院経営の赤字を補塡

するため本市が病院会計に支出している繰入金は、

発足初年度で前年度比３億円増の約12億1,000万

円、令和７年度決算で約13億円に拡大しており、

本市の財政にとって大きな悪化要因となっており

ます。 

  経営悪化の要因は、昨今の物価の急騰、人件費

の高騰によりコストが急増している一方で、病院

にとって収入となる国からの診療報酬が据え置か

れているためであります。 

  公立の病院の経営悪化は国全体に広がっており、

全国の大学病院、自治体病院など公立の大病院の

７割近くが赤字に転落をしております。米沢市立

病院の場合、病院開設に伴う新型設備の償却負担

も重くのしかかっております。 

  発足以来、課題となっている医師不足について

は、私も渡邊病院事業管理者と共に各大学の医学

部を訪問し、循環器内科や休日診療の派遣医師を

確保してまいりました。しかし、呼吸器など一部

診療科では医師不足が続いております。 

  病床稼働率も、今年に入って採算ラインの92％

を下回る状況が続いております。 
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  この結果、今年度も厳しい決算となる見通しで

あります。 

  市民の命と安全を預かる米沢市立病院の経営は

危機に瀕している状況であると認識しております。

市立病院は地域の中核病院として、また自治体病

院として地域医療の維持確保という大きな役割を

果たすため、将来にわたり安定的に運営をしてい

くことが求められます。 

  市としても、どうしたら患者が増え、収益が増

えるのか、医師を確保できるのか、市全体で危機

感を持って市立病院の経営改善に臨まなければい

けないと考えているところであります。 

  この10月には、私をトップとして市幹部職員、

病院幹部をメンバーとする市立病院経営改善タス

クフォースを立ち上げました。米沢市政策アドバ

イザーの今田山形大学医学部教授にも加わってい

ただいております。 

  全庁的に危機感を共有し、市民目線に立ったサ

ービスの向上、三友堂病院との連携の改善、市内

外の開業医、看護・介護施設との連携、消防、公

共交通の改善といった経営課題を洗い出し、対策

に取り組んでまいります。 

  来年診療報酬改定があるわけでありますが、中

身はまだ不透明ということであります。過度には

期待せず、まずは病院で最大限の経営改善を図る

ことが重要であります。 

  現在、病院において様々な経営努力をしている

という報告を受けておりますので、市としても何

らかの後押しができればと考えております。 

  市立病院は地域の中核病院として地域医療を支

える重要な役割を担っており、基本的には市立病

院は三友堂病院との機能分担、医療連携で二次医

療を担っているわけですが、御存じのとおり、市

内の診療所、特に小児科の減少が顕著であります。

場合によっては市立病院が一次医療、いわゆるか

かりつけ医を担うというように、積極的に地域医

療を支える役割も担っていかなければならないと

考えております。 

  こうした役割を果たすためにも、病院経営の改

善が喫緊の課題だと認識しております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、大項目１の

市立病院の経営状況と今後の見通しについてお答

えいたします。 

  まず初めに、小項目１、市立病院の現在の経営

状況はどうなっているか。また、米沢市立病院経

営強化プランと令和６年度決算との乖離はどの程

度かについてお答えいたします。 

  令和７年10月までの状況は、令和６年度と比較

して入院患者数は僅かに減少していますが、手術

件数の増加により患者１人１日当たりの診療単価

が約3,000円上昇したことで、入院収益は増加して

います。外来収益についても、患者数の増により

増加しています。収益全体では、令和６年度と比

較して約２億7,000万円の増加となっています。 

  一方で、費用は、人件費上昇、物価高騰の影響

で材料費や委託料が増加していることに加え、令

和６年度で完了した新病院建設事業に係る固定資

産減価償却費が今年度から計上となるため、費用

全体では令和６年度と比較して約２億4,000万円

増加しています。 

  現時点では収支は改善しておりますが、今年度

も人件費の大幅な上昇が予定されているため、病

院経営は引き続き厳しい状況となることが見込ま

れます。 

  令和６年３月に策定した米沢市立病院経営強化

プランについては、計画期間の初年度である令和

６年度は、収益・費用ともに計画額より決算額が

約３億5,000万円増加し、収支としては結果的には

ほぼ計画どおりとなりました。 

  数値目標を設定している項目についても、経常

収支比率、職員給与費比率、手術件数、逆紹介率

等で目標を達成することができました。 

  しかし、内容を見ると、委託医師への報償費、
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アメニティセンターの賃借料、委託料など現金支

出を伴う費用が計画策定時に見込んでいた額より

大幅に増加し、令和６年度決算において資金不足

額が生じている状況です。 

  これらの費用は将来的にも大きく減少する見込

みはないため、令和７年度決算見込額や令和８年

６月の診療報酬改定による影響額なども考慮しな

がら、計画と大きく乖離する場合はプランの修正

を行う必要があると考えています。 

  次に、小項目２の経営改善のためにどのような

取組を行っているかについてお答えいたします。 

  当院では、収入の根幹である診療収入増のため、

年度初めに病院事業管理者、病院長と各診療科と

のヒアリングを実施し、病院全体の患者数、収入

等の年度目標を示した上で、各科等の長から前年

度の状況などを聞き取りし、各科ごとの患者数や

収入額の目標値を設定しています。 

  目標達成が難しいと思われる科については、年

度途中にもヒアリングを行うほか、看護部や薬剤

部等のコメディカルについても毎年ヒアリングを

実施し、目標を設定しています。 

  また、診療収入の一部である施設基準について

は上位取得を目指し、業務や人員配置の見直しを

都度行っており、特に加算については、令和６年

度から成功報酬型のコンサルタント委託により、

全国ベンチマークと照らし合わせながら、請求で

きる可能性のあるものや上位で請求できるものに

ついての洗い出しを行うことで、年間約4,000万円

の効果額を見込んでいます。 

  一方、費用の抑制については、材料費は全国ベ

ンチマーク値引き率と照らし合わせ、薬品の価格

交渉を年２回実施しており、新たな取組として地

域医療連携推進法人よねざわヘルスケアネットに

おいて主要薬品12品目の共同価格交渉を実施し、

スケールメリットを生かした購入費抑制の効果を

見込んでいます。 

  そのほか委託料については、高額医療機器の保

守点検や故障修繕費用と損害保険料等々を比較し、

より有利な契約を選択したり、様々な委託契約の

仕様を精査し、必要性や頻度等の見直しを行って

います。 

  光熱水費については、スタッフエリアの照明の

減灯やエアコン、温水等の時間帯ごとの温度調整

などにより費用削減効果が出ています。 

  病院全体の経営状況については、毎月行う経営

会議において、収益・費用の状況や患者数、患者

１人当たりの診療単価の状況等について報告する

ほか、決算の概要、経営強化プランの進捗につい

ても情報を共有し、患者増、収益増や経費節減策

についての話合いを行っています。 

  このほか新たな取組として、市長をトップとし、

市幹部職員がメンバーとなる市立病院経営改善タ

スクフォースを設置し、病院の専門知識にとらわ

れず、市民サービスの向上や効率的な行政運営と

いう観点から、市幹部職員の様々な知見を生かし

た意見を出し合い、市立病院の経営改善に向けた

話合いを始めております。 

  また、来年度からは病院経営支援に特化したコ

ンサルタントの委託を予定しており、さらなる経

営改善につなげていきたいと考えております。 

  次に、小項目３の今後の経営状況の見通しはど

うかについてお答えいたします。 

  地域医療連携推進法人よねざわヘルスケアネッ

トでは、医療機器の共同利用や共同職員研修の開

催などの取組を行っており、先ほど小項目２でも

お答えしましたが、医薬品の共同価格交渉の取組

も開始しました。 

  さて、医療機器の共同利用は、急性期医療を担

う市立病院にＣＴやＭＲＩといった高額な検査機

器を集中して整備し、診療所等は患者の検査を市

立病院に依頼するというものです。 

  これにより、診療所等は高額な医療機器の購入

や保守の費用がかからず、市立病院側は診療所等

から患者紹介を受けたり、受託検査費用を徴収す

ることで収入増につながっています。 

  共同研修については、全職員対象の接遇研修や
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ハラスメント研修をよねざわヘルスケアネットで

開催することで、一度に多くの職員が参加でき、

経費もそれぞれの病院で開催するより抑えること

ができています。 

  また、医薬品の共同価格交渉については、12品

目からのスタートとなりましたが、今後は価格交

渉の品目を増やしていく予定です。 

  同法人として、将来的には参加団体の拡大を図

ること、医薬品等の購入数量の増加による購入価

格の抑制や、共通する委託契約の共同発注など、

スケールメリットを生かした経費削減が期待でき

ると考えています。今後とも参加団体の経営効率

化につなげていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、２の放課後児童クラ

ブと小学校の連携について、まず、（１）小学校

や教育委員会と放課後児童クラブの連携は十分か

についてお答えします。 

  教育委員会としましては、学校と放課後児童ク

ラブはどちらも児童の大切な居場所であり、相互

の連携は非常に重要であると捉えています。 

  学校では児童の安心安全を最優先に考え、放課

後児童クラブとの連携を日常的に行っております。 

  現在の連携の状況を御紹介しますと、学校で体

調不良やけがが生じた場合には、学校の職員が放

課後児童クラブの職員へ情報をお伝えし、児童の

様子を丁寧に見守る体制を整えています。また、

そうした特別な場合だけではなく、児童の学校で

の様子や学童クラブでの様子などを日常的に共有

しているところです。 

  さらに、学校の年間予定表や月予定表、学校だ

よりなどを放課後児童クラブへ届け、教育課程や

下校時刻の変更、学級閉鎖等の情報についても、

保護者と同様に学校からの一斉メールで放課後児

童クラブに伝わるようにしているところです。 

  そのほか、学校行事や授業参観の際に、放課後

児童クラブの職員に御案内し来校していただいた

り、学校の教職員と放課後児童クラブの職員が意

見交換をする場を定期的に設けたりといった取組

を各学校で行っているところです。 

  教育委員会では、各学校と放課後児童クラブの

連携状況を集約し、他校の取組状況を参考にでき

るよう情報を共有しております。 

  また、校長会の折には、米沢市学童保育連絡協

議会での資料を基に、話合いの様子や、放課後児

童クラブの方々からの御意見、御要望などをお伝

えしております。 

  なお、連絡協議会の折の資料については、情報

の共有とお互いの理解が深まるよう、市内全ての

放課後児童クラブへ配付していただいたところで

す。 

  今後も日常的な連携を促し、児童が放課後を含

めて安心して過ごせる環境づくりを進めてまいり

ます。 

  続いて、（２）今後さらに連携を強化していく

必要はないかについてお答えします。 

  小学校と放課後児童クラブが連携を強化してい

くことは、児童を丁寧に見守り、健やかな成長に

つながります。 

  各学校においては、さきに述べましたとおり、

教育課程や児童の学校の様子などについて情報を

共有するなど、連携を図っております。 

  教育委員会としましても、放課後児童クラブか

らの御意見や御要望等を学校と共有し、今後さら

に強い連携が取れるよう努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、３の本市ＤＭＯに

おける米沢観光推進機構の会員団体の役割等につ

いてお答えいたします。 

  米沢観光推進機構につきましては令和４年５月

に設立し、令和７年11月末現在、市内観光関係団

体など37団体が会員として参画いただいておりま
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す。 

  本機構の目的は、本地域の観光客受入れ環境整

備及び国内外に対する広告宣伝並びに観光客誘致

を行うとともに、当該地域の観光関係者及び住民

の協働の下、地域の稼ぐ力を引き出し、地域経済

の活性化に寄与することとしております。 

  本機構が会員に期待する役割といたしましては、

この目的にも示してありますとおり、観光関係者

及び住民の協働により、行政や市民、企業、ＮＰ

Ｏ法人など異なる主体がそれぞれの強みを生かし

ながら、本市の経済の活性化に向けて共に取り組

んでいただくことと考えております。 

  また、会員になることで得られるメリットとい

たしましては、米沢観光推進機構が持つ観光客の

データ分析力と国内外のネットワークを活用し、

参画する企業や団体がそれぞれのターゲット層に

合わせた効果的なプロモーションや誘致活動を実

践できること、そして、事業所を含む地域関係者

との連携・協働の機会が生まれ、地域全体の稼ぐ

力の向上に貢献できるとともに、自らのビジネス

チャンスにもつながることと考えております。 

  なお、米沢観光推進機構が持つ観光情報データ

につきましては、会員団体に対し、携帯電話の位

置情報を活用した定点データ等の情報提供が可能

となっておりますので、各会員団体の今後の効果

的な活動のためにも、積極的にこれらのデータを

御活用いただくことを期待しているところであり

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） まずは御答弁ありがと

うございました。 

  順番を変えまして、２番の放課後児童クラブと

小学校の連携についてからお伺いしたいと思いま

す。 

  11月25日に米沢市学童保育連絡協議会と議員と

の意見交換会がありまして、そこでいろいろ意見

を交わさせていただきました。 

  放課後児童クラブのほうからも、学校との連携

強化、そういったことが要望として上げられてお

ります。 

  先ほども言及ありましたけれども、そういう要

望があるということは教育委員会としても承知さ

れているということでよろしいのですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員おっしゃるとおりで、

こちらとしても承知しているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） それは所管の健康福祉

部からの情報提供ということもあるかと思います

けれども、この間の意見交換会の中では、連携の

中身について、先ほどいろいろお答えいただきま

したけれども、年度が変われば連携の仕方が違っ

てくることはないのか、あるいは学校ごとにその

連携の仕方というものに違いがないのかとそうい

った心配が出ております。 

  教育委員会としても、全体のそういう取組の事

例、あるいは学童、放課後児童クラブからの要望

等々、それについて集約をして、全体で情報共有

を図っていくという考えですけれども、連携に当

たってのそういう違いといったものがないように

ぜひお願いしたいものだと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 各小学校によって学童ク

ラブが１つだけのところですとか複数あるところ、

様々その状況によって違いが出てくるという部分、

全く同じように一律にというところがなかなか難

しい部分はあるのかもしれません。 

  ただ、先ほども教育長が申しましたとおり、学

童クラブでの要望ですとか学校での取組方につい

ては校長会のほうでも共有しておりますし、でき

るだけそういったことの違いがないように、今後

も進めてまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ぜひ、先ほどの答弁の
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中にありましたけれども、連携していくことは重

要なことだということで教育委員会としても捉え

ていらっしゃるということですので、今後さらに

放課後児童クラブ等の要望等を酌み取っていただ

いて、連携強化に努めていただきたいと思います。 

  先ほどあったように、保護者としても学校と放

課後児童クラブが連携を強化していくということ

は安心できる、そういうことにもつながることで

あると思いますし、何より児童にとっていいこと

だと思いますので、そこはしっかりと今後とも取

り組んでいただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 今議員お述べのとおりでありま

すけれども、子供にとっては学校も学童クラブも

同じように自分が過ごす大切な居場所であります

ので、それぞれの対応が違わないように、そして、

信頼感を持ってお互いに信頼関係を深めながら保

護者とつながっていくということで、子供の生活

を丸ごと支援していくとなるのではないかと思い

ますので、学校の情報や学童クラブからの要望、

御意見などを共有しながら前に進めていきたいと

思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、３項目めですけれども、米沢観光推進機

構についてお伺いしたいと思います。 

  先ほど、目的としていろいろ述べられましたけ

れども、その１つに環境整備というのが挙げられ

ておったかと思います。市内の観光資源等の環境

整備、これが目的の一つとして挙げられていたか

と思いますが、それは間違いないでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 こちらで申し上げている環境

整備につきましては、当然誘客のための多言語看

板整備とか、そういった意味でこの環境整備とい

うふうに書かせていただいております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ちょっと聞き取りづら

かったのですけれども、環境整備が目的の一つだ

ということだろうと思います。 

  それで、いろいろメリットとして、その団体が

加入することによって自らのビジネスチャンスを

生かしていくと、そういうこともメリットとして

挙げられるのだというお話があったわけですけれ

ども、それ以前にやはり各団体のほうで心配され

ているところは、この環境整備が今後とも十分に

できるのかと。私たちの団体で管理しているその

資源の維持管理、環境整備ということですけれど

も、それが十分にできるのかということを心配す

る声があるわけです。 

  このことについては、何回か議会のほうでもあ

るいは予算特別委員会等々でも取り上げてきたと

ころですけれども、そういった心配が表面化した

というか、そういったことが総会の場で質問事項

として挙げられておったかと思います。 

  今年の５月28日の米沢観光推進機構通常総会、

この中で参加された団体の方がこのように質問さ

れております。これは会議録を見させていただき

まして、そこからの引用ということになるわけで

すが、観光資源の維持管理のための各種補助金拡

充と、恒久的に観光資源を維持管理できるような

仕組みづくりの検討をぜひお願いしたい。このよ

うに発言されていますが、どのように回答されて

いましたか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 事務局としては、今後検討す

るというような回答をしております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 会議録でも、米沢観光

推進機構としてどんなことができるのかを今後検

討していきたいと５月28日に回答されています。 

  半年過ぎたわけですけれども、検討の中身を教

えていただけますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 
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○我妻重義産業部長 事務局のほうでそれを持ち帰

りまして、改めて検討させていただいております。 

  維持管理といっても草刈りとか直接的な管理に

対して、もともとこの機構自体がそういった部分

を補うというような団体ではございませんので、

あくまでも観光拡大に向けたプロモーションなり

イベント、そういったものでの誘客がメインにな

っております。 

  こういう維持管理に関しては、この枠組みとは

また別に検討する必要があるのではないかとなっ

ております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） その旨、回答されてい

ますでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 機構が行っておりますデータ

を活用したそういうイベント事業については補助

の申請は可能でありますが、そういう草刈り等の

維持管理等の直接経費については対応できないと

回答しております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 先ほど、今の答弁の中

にも誘客ということがメインだという御答弁があ

ったかと思いますが、先ほども申し上げましたよ

うに、自らビジネスチャンスを生む、誘客によっ

てそれを生んでいくのだと、それが一つの目的だ

ということですけれども、その前に、実際に地域

にあるそういう資源を維持していくことが、それ

が前提になっているのではないかと。それがない

とビジネスチャンスも生まれないし誘客もできな

い、そういうことだと思うのです。 

  そうでしたら、いかに継続してそういう資源を

維持していけるようなということを取り組めるよ

うな仕組みというのが、非常にこれから大事にな

ってくるのではないかと思うわけですが、これは

どうですか、どういうふうに考えますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 地域にはそういう観光資源な

り、そういう土木遺産なり、そういった様々な資

源がございます。それを磨き上げていくというこ

とが大事ですが、ただ前提として、その維持管理

に関しては地域なりその団体のほうで行っていた

だいて、その上で観光戦略としてＰＲを行ってい

くというのがこの機構の役割でありますので、そ

ういった維持管理に関しましては、また文化財等

もありますので、ちょっと違うアプローチで検討

していく必要があるのかと考えております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 磨き上げするのは別な

ところで考えてくださいと、そのような回答に聞

こえましたけれども、この市議会でも新たな組織

ということで提案されております。 

  観光と文化、スポーツを一元的に取り組むため

の体制、それを強化する目的で新たな部を新設す

ると捉えられていますけれども、そういうことで

あるならば、やはり文化的・歴史的資源、市内各

地域に多く存在するわけですよ、米沢市は。そう

いったものを観光資源としても活用していく、そ

のための仕組みづくり、磨き上げていくための仕

組みづくり、そういうことを地域に丸投げでお願

いするのではなくて、やはり市としても考えてい

かないと、磨き上げようにもいずれ磨き上げる資

源そのものがなくなってしまう、そういうことに

なりはしないかとそのことを心配しているわけで

す。 

  ぜひこれはいろいろな仕組みを検討していただ

いて、考える場といったものを設けていただいて、

一緒になって、そういうたくさんある資源をどう

やってこれから維持して、そして、さらに磨きを

かけていくのか、そういうことを一緒になって考

えませんか。いかがですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 そういった維持管理に関して

は、様々国の補助制度なり、それがない場合です

と民間の財団の支援制度等もありますので、そう

いったところでどういったものが充当なり支援可
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能なのかというのは一緒に考えていきたいと考え

ております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 恒久的な取組というこ

とで何ができるのか、そういった観点からもぜひ

そういう仕組みを検討することに力を入れていた

だきたいものだとそのように思います。 

  さて、１項目め、市立病院の関係に戻りますけ

れども、市長から御説明いただきましたが、大変

厳しい中身が答弁の中で示されたかと思います。

経営危機に瀕していると、そういう表現もあった

ようです。 

  今年度の状況ですけれども、一時借入金、４月

以降もかなり頻繁に借入れされているようです。

借入先の水道事業会計のほうから資料を見せてい

ただいていますけれども、もう頻繁に借入れして

は返す、借入れしては返すと、そういうのが資料

としても見てとれます。 

  これは現金が不足している状況なので、そうい

う状況になっているのだろうと推測するわけです

けれども、改めてお伺いしますけれども、この資

金不足、現金不足、これの要因というものは何だ

というふうに考えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 まず、今年度、市立

病院の事業会計におきましては、本日現在で11億

6,000万円ほどを市の水道事業会計から借入れを

してございます。 

  頻繁にと言いますのは、やはり利子のこともあ

るものですから、なるべくそのあたりを考慮しま

して、少し事務手続は増えますけれども、その都

度都度に応じて借入れをしているというようなと

ころでございます。 

  もともと、新病院建設に伴う建物の整備ですと

か、それから高額医療機器購入に係る企業債の償

還が始まっておりますので、そこは予定されてい

た支出ではありますけれども、もともと余裕のな

かったところに昨今の人件費の上昇ですとか物価

高騰の影響によりまして、給与費や委託料、材料

費等々の経費が増えまして、短期間に支出しなけ

ればならない額が高額になったこと、それが現金

不足、資金不足になっている大きな要因であると

考えてございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 令和６年度が始まる前

に、令和６年の３月に、先ほど御紹介しました米

沢市立病院経営強化プランが策定されているわけ

です。令和６年度から９年度までの４年間経営強

化に取り組むのだと、そういうプランの中身にな

っているようです。 

  先ほどは令和６年度決算について、強化プラン

との乖離、どれほど違いがあるのかということで

お聞きしたわけですけれども、中には、ほぼほぼ

計画どおりというふうな、全体としてはそういう

回答だったかと思うわけですけれども。 

  そうすると、初めから令和６年度分については

厳しい中身でもって強化プランを策定していたの

かと逆に疑問には思うところですけれども、中に

委託料についての言及がありました。この委託料

についてどこのどういうところが今問題となって

いるのか教えていただけますか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 市立病院の委託料に

つきましては、内容としましてはやはり経費の意

味合いとしては人件費が大きなものとなっており

ます。 

  例えば、医療事務の委託ですとか清掃ですとか

ございますけれども、億単位の委託料でございま

す。特に医事業務につきましては前年度比20％増、

金額にしまして5,000万円ほど前年度よりも増加

しておりまして、そのようなこともかなり財政を

圧迫している原因となっているものでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 具体的な委託料の問題

点等が今答弁あったかと思いますが、米沢市立病

院経営強化プランを私も改めて見せていただきま
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したが、その中に大変重要な表現がありまして、

ぜひこれは御紹介したいと思うわけですけれども、

本冊のほうではなくて、概要版のほうに書かれて

おりました。 

  職員の育成強化に向けた取組というところです。

何項目かある中で、１つは、経営面から見た視点

で医師と協議できる人材の確保、これに取り組む

のだと。もう一つ、病院業務に精通した事務職員

の養成、これに取り組むのだということを掲げら

れています。この点について進捗はいかがですか、

取組状況は。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 具体的な取組としま

しては病院で、本庁と違いまして、専門の職員、

プロパー、いわゆるプロパー職員の事務職員を採

用しております。 

  その採用を計画的に進めまして、病院特有の専

門知識であるとかスキルを必要とするような医事

事務、それから、医療機器材料の調達管理業務、

地域医療連携業務などを所管する部署に、ある程

度長く配属しまして業務経験を積ませて、スペシ

ャリストの養成を図っております。 

  特に、中でも有資格者であります診療情報管理

士につきましては、事業管理者直下の医療経営対

策室という部門を設置しておりますが、そこに配

置しまして、診療情報の分析ですとか、その結果

を踏まえた加算の新規取得等の立案に専念してい

ただいて、関係医師や部署と直接協議や調整を行

っているような状況であります。 

  ですので、少し、年単位の時間を要して人材を

養成しているというような状況でございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 年単位というお話があ

りましたが、本冊のほうを見ると、事務職員69人

のうち39人が会計年度任用職員だと。会計年度任

用職員というのは、任用期間が１年の有期任用と

いうことになるわけです。そうした人たちをいか

に市立病院の経営改善に向かわせていくのか。長

期的な視点に立っていろいろな意見を言う、そう

いうことが果たしてこういう立場でできるのかと。

１年の短期任用です。そういうふうに心配になる

わけです。 

  今ほど、事務局長は答弁されましたが、いろい

ろ取組がされているということですが、そうであ

るならば、ここのところの任用の在り方、それも

見直すべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 区分上、事務職員と

しておりますけれども、会計年度任用職員39名の

うち19名は医師事務作業補助者、いわゆるクラー

クという立場で、常時診察室や病棟におきまして

医師、先生のカルテ記載等の補助業務を行ってい

るような専門職となってございます。 

  ですので、実際は残り20名程度が正職員の業務

を補助する役割を担っている会計年度任用職員と

なりますけれども、その多くが10年以上、実質的

に単年度の任用になりますけれども、更新を続け

ておりまして、10年以上のベテランの職員が数多

くおりますので、その補助があることによって、

正職員は本来の企画立案等の業務に集中して習熟

できる環境が整っているものと考えてございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） もう一つ、先ほど事務

局長から、プロパーという話も含めて、この病院

経営強化プランに記載されている経営面から見た

視点で医師と協議できる人材、それから病院業務

に精通した事務職員、こういったものの活用に努

めていくというお話がありましたが、冒頭、市長

からもありましたけれども、先ほど病院事業管理

者からも答弁ありましたが、市立病院経営改善タ

スクフォースを10月から組織されたというお話で

した。 

  そちらのほうとの今の職員との関係、どのよう

な関係になるでしょうか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 
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○和田 晋市立病院事務局長 病院側は病院としま

してもともと経営改善等を進めていたわけですけ

れども、米沢市本体のほうが中心となりまして、

市長にトップとなっていただきまして、部長級の

職員、関係部長の職員を含め、それから当院の副

院長等も含めまして、これまでの行政の経験を生

かした御提案をいただくというような、また別な

組織でございます。 

  窓口としましては、病院としまして医療経営対

策室というところが窓口となって調整を進めてい

るというようなところでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） これは経験上、私の感

覚、体験、経験から申し上げるので、それが間違

っているかもしれませんけれども、やはり病院経

営をしていく上で一番大事なのは、病院の収入を

預かる事務職がどういう立場で病院経営に携わっ

ていっているか。そのことを病院のスタッフ全員

で共有されているか。特に、医師部門、看護部門

ですけれども。 

  そうでないと、レセプト請求をするのは事務職

ですから、事務職員が例えば知識が不十分だった

り間違った請求をしたり請求が漏れていたりすれ

ば、すぐ収入に関わってくるわけです。 

  そうした事務職員がきっちりと病院全体の経営

管理に関わっていくというところでないと、なか

なか病院経営全体というのは上向いていかないの

ではないかと思うところです。 

  そういう意味では、やはりこの病院経営強化プ

ランの概要版に書かれている先ほど御紹介した２

つ、どちらも事務職という面があるのではないか

と思いますけれども、この職員を育成していくと

いうことは非常に大事なことでないかとも思うわ

けです。ぜひここはしっかりと取り組んでいただ

きたいと思います。 

  それから、冒頭、演壇からも御紹介しましたけ

れども、米沢市立病院だけが経営が非常に厳しい

状態になっているのではないということは、新聞

報道等、あるいは厚労省の調査等でもある程度出

てきているところだと思います。 

  政府のほうでもこの状況を受けて、この春に新

たな貸付金制度というものを創設したように、こ

れも新聞報道がなされておりますけれども、それ

については米沢市立病院としてはどのように対応

されるのでしょうか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 公立病院の全国的な

経営状況の悪化によりまして、今年度から経営改

善実行計画を策定して収支改善に取り組む公立病

院の資金繰りを支援して経営改善を促進するため、

病院事業債に経営改善推進事業が創設されたとこ

ろでございます。 

  これは、資金不足となる額と経営改善の効果額

のいずれか少ないほうの額の範囲内で企業債を発

行して運転資金に充てられるというものでござい

ますけれども、当院としましては今年度資金不足

が約８億円程度見込まれております。このため本

事業債の発行を希望し、現在準備を進めていると

ころでございます。 

  借入れ後は、償還年限であります15年間で返済

を行う必要がありますけれども、計画した経営改

善効果額を達成できるように、さらなる経営改善

に取り組んで資金不足の解消を目指してまいりた

いというふうに考えてございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 聞き取りのときにお伺

いしましたが、経営改善債ということのようです

けれども、企業債ですので当然返済は利子を伴う

ということになろうかと思いますので、導入につ

いてはしっかりと検討して実施していただきたい

と思うところです。 

  もう一点、ほかに大変重要な点としてお伺いし

ておきたいのですけれども、今後さらなる医師の

確保について見通しとしてはいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 現在、大学医局との
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良好な関係を維持しまして、医師派遣について先

ほど市長からも答弁ありましたとおり、働きかけ

を行っているところでございます。 

  今年度は、新たに東北医科薬科大学と交流を行

うことで、10月から１名先生を派遣していただき

ました。 

  そのほか民間の医師派遣事業者と契約を締結し

まして求人活動を行っているほか、奨学資金貸付

制度の運用などのために山形や仙台で開催されて

おりますガイダンスフェアに積極的に参加をした

り、それから、病院見学を積極的に受け入れるな

どして当院のＰＲに努めているところでございま

す。 

  令和９年度から、少し先の話になりますけれど

も、東北医科薬科大学からさらに医師の派遣をい

ただける今予定になってございます。 

  ただ、やはり地方の大学医局に所属する医師の

数というのは減少傾向にありまして、医師確保は

ますます厳しくなると予想されますけれども、な

お医師確保に努めてまいりたいと考えてございま

す。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） しっかりとそこは取り

組んでいただきたいと思います。 

  冒頭、市長からもお話ありましたけれども、新

米沢市立病院への市民の皆さんの期待というのは

やはり大変大きなものがあろうかと思います。安

心・安全を守っていくという上でも、また、市民

の皆さんの信頼に応えていくという意味でも非常

に重要な役割を担うものだと思います。 

  冒頭もいろいろ説明ありましたけれども、最後

に、市長から病院経営改善に向けての決意等あり

ましたら、お聞かせいただけますか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  病院はやはり世の中のインフラ、社会的共通資

本というのでしょうか、最も大事なインフラの一

つであり、市立病院はその中核であります。今回

新しく三友堂病院、民間の病院と公立の病院が連

携をしてという新しい形へのチャレンジをしてお

ります。 

  なかなか改善の余地がたくさんありまして、三

友堂病院もこういう診療報酬の状況ですから、グ

ループとしても経営としても苦戦をしているとい

う話も聞いております。 

  やはり力を合わせて、ここは官民力を合わせて

立て直しを図りたいと思いますし、もう一つ、や

はり置賜全体の病院にとっても、公立置賜総合病

院と並んで米沢市立・三友堂グループはその中核

でありますので、置賜全体にとっても非常に大事

な存在だという責任感を持って、この病院の開設

者としても取り組まなければいけないと思います

し、全庁的に取り組んでいきたい、このように思

います。 

○島軒純一議長 以上で17番太田克典議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時１１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、「おしょうしな終活情報登録制度」事業

を推進すべきと考えるがどうか外１点、19番山田

富佐子議員。 

  〔１９番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○１９番（山田富佐子議員） おはようございます。

公明党山田富佐子でございます。 

  年末のお忙しい中、また足元の悪い中、傍聴に

来ていただきました市民の皆様、ユーチューブを

御視聴の皆様に感謝を申し上げます。ありがとう

ございます。 

  ４日間にわたる一般質問もいよいよ私が最後と
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なりました。傍聴にお越しの皆様にも分かりやす

いよう、当局の皆様には簡潔で、そして丁寧な御

答弁をお願いいたします。 

  先週、市民から、市立病院の救急室の対応につ

いて御意見をいただきました。11月初めの３連休

に救急外来を受診した、受付の待ち時間が長く、

外まで長い行列ができた、体調の悪いときに寒い

外で待つのは大変つらかったとのことでした。 

  今年の年末年始は９連休でやはり混雑が予測さ

れ、早急な改善が必要と感じ、病院に確認をいた

しました。このときは約160名の患者が来院、受付

の場所には患者があふれ、外まで行列ができてし

まったとのことでした。 

  改善策として、年末年始は１階ホールの総合受

付で対応し、待合室の環境整備や職員を増員して

対応するとお聞きいたしました。 

  このように迅速に対策を進めていただいたこと、

そして、日夜尽力されている病院職員の皆様に感

謝をいたし、御紹介をさせていただきました。 

  質問に入ります。 

  大項目１、「おしょうしな終活情報登録制度」

事業を推進すべきと考えるがどうかについてお伺

いいたします。 

  厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は、

65歳以上の単身高齢者世帯は2022年の873万世帯

から2050年には全世帯の44％に達するとし、未婚

率上昇により急激に増えると推計され、単身高齢

者が増えていくことは確実です。時代の変化とと

もに、家族の在り方、考え方も変わってきていま

す。 

  小項目１、「おしょうしな終活情報登録制度」

事業について、進捗状況と研究の結果についてお

聞きいたします。 

  最初に、本市の最新の高齢者世帯、単身者世帯、

身寄りのない方の人数などをお知らせください。 

  終活情報登録制度とは、病気や事故で意思表示

ができなくなったり、また亡くなったりした際に、

終末期・死後に関する本人の希望を適切に実現す

るための仕組みで、家族がいるいないにかかわら

ず、65歳以上の高齢者全員が対象です。 

  高齢者が元気なうちに、そしてしっかり記憶し

ているときに、緊急連絡先、葬儀、遺品整理など

の生前契約先、お墓の所在地を市に無料で登録す

る制度であり、御家族の負担軽減や行政の業務の

円滑化にもつながるというメリットがあります。 

  しかし一方では、死後に関わるデリケートな内

容も含み、ハードルが高いのですが、しかし、そ

の必要性から全国で導入が始まっています。 

  今年３月、終活情報登録制度について質問いた

しましたが、専門職や職能団体からの意見や先進

地事例を参考にするとの御答弁でしたが、その後

の進捗状況や研究、検討の結果について、改めて

お伺いをいたします。 

  米沢市では、米沢版エンディングノート「おし

ょうしなノート」を作成していますが、私はとて

もよいネーミングだと思います。終活という言葉

は重いイメージがありますが、米沢で日頃より使

い慣れている「おしょうしな」という言葉は、少

し気持ちが前向きになれる言葉です。 

  このエンディングノート「おしょうしなノート」

と「おしょうしな終活情報登録制度」をセットに

することで、さらに推進しやすいと考えますが、

いかがでしょうか。 

  小項目２、孤立死の実態をどのように把握して

いるかお伺いいたします。 

  初めに、孤独死、孤立死については明確な違い

がなく、行政では孤立死という言葉を使うことが

多いようです。 

  孤立死が発生した場合、親族を探す事務作業に

多くの時間がかかり、その後の対応、例えば検死、

火葬、埋葬、遺骨管理、遺品管理など、行政が多

くの事務作業を担うことを聞いています。本市で

はどのように対応しているのかをお伺いいたしま

す。 

  さらに、孤立死について本市の実態とその推移

についてお伺いいたします。 
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  もう一点、入院や施設入所において、身元保証

人や緊急時の連絡先がないことで入院や入所が困

難な事例が見られます。申込書には必ず２名記入

するようになっておりますが、このことについて

市としてはどのように認識をしているかお伺いい

たします。 

  小項目３、終活情報登録制度を導入することは、

高齢者の将来への安心につながると思うがどうか

についてお聞きします。 

  人生100年時代の到来が現実味を帯びる中、核家

族化の影響も受け、単身者や身寄りのない方が増

加をします。そうなっても、地域で安全・安心に

住み続けられるよう、一人一人に寄り添い、支援

をする体制は今後さらに重要になると思います。 

  医療、介護、行政など関係機関における問題解

決にも迅速に対応できると考えます。本市でも、

この終活情報登録制度の導入の検討と、導入に当

たりどのような課題があるかも含め、見解をお伺

いいたします。 

  次に、大項目２、健やかな毎日を送るための減

塩対策について。 

  減塩の必要性は多くの方が理解しているものの、

日々の食生活の中で実際に減塩を継続することは

簡単ではありません。味覚の慣れや家庭での食事

習慣、加工品や外食の濃い味つけなど、生活に深

く根づいております。 

  減塩の重要性は分かっていても、日頃の生活の

中で実践・継続することはなかなか困難でありま

す。 

  小項目１、減塩対策の取組と効果について。 

  塩分の取り過ぎは高血圧やがんのリスクとなり、

全国では4,300万人（３人に１人）、65歳以上では

７割以上の方に高血圧が見られています。 

  本市の死因は、がんや急性心筋梗塞や脳血管疾

患が上位を占めています。これらの背景には生活

習慣病があり、その予防のためには適切な塩分摂

取が重要です。 

  １日の塩分摂取量の市の目標は７グラムですが、

令和５年度は実際には大きく上回る9.7グラムで

した。 

  本市の塩分摂取量が高いのは、これまでも大き

な課題として認識されております。特定健診で推

定１日塩分摂取量の測定など取り組んでいますが、

減塩対策の取組の効果や現状の課題についてお伺

いいたします。 

  あわせて、今年度の市政運営方針に、薬局での

減塩指導を本格的に実施するとしていますが、そ

の内容と進捗状況についてもお伺いいたします。 

  次に、米沢市国民健康保険保健事業実施計画（デ

ータヘルス計画）の第２期が令和５年度で終わり、

昨年度より第３期の計画になっていますが、第２

期の総括と第３期の展開についてもお伺いをいた

します。 

  次に、小項目２、「ナトカリ比」の見える化に

より、減塩に対する市民の意識変革につなげては

どうかについてお聞きをいたします。 

  最近、「見える化」という言葉をよく耳にしま

す。「見える化」とは、異常や問題を顕在化し、

改善や行動変容にポジティブに影響できるという

メリットがあります。 

  高血圧の主な原因には、塩分の取り過ぎと野菜

不足が挙げられます。ナトリウムには水をため込

む性質があり、取り過ぎると血液中の水分が増え、

血圧が高くなります。 

  一方、野菜や果物に多く含まれるカリウムは、

体内の塩分を排出しやすくする働きがあります。 

  「ナトカリ比」の「見える化」とは、食事中の

ナトリウム（塩分）とカリウム（野菜や果物に多

く含まれるミネラル）の摂取のバランスを示す指

標です。このバランスの指標が尿１滴で分かりま

す。 

  健診時に「ナトカリ比」を測定し、その場で結

果を伝え、データに基づいた個別のアドバイスが

でき、行動変容を促し、継続的なサポートができ

ると考えます。これが「ナトカリ比」の「見える

化」です。 
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  塩分の野菜摂取量のおおよその目安が分かりま

す。このことは、減塩指導につなげることができ、

高血圧、心疾患の予防、健康長寿のまちづくりの

推進に大きく寄与するものと考え、ぜひ導入を検

討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

  最後に、これからの医療は早期発見・早期治療

とともに、病気が重くなるのを予防する・重症化

予防にも力を入れていかなければなりません。 

  市民一人一人が健康な状態を長く維持できるよ

う、効果的な健診や健康指導が求められると考え

ます。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、大項目１と大

項目２についてお答えいたします。 

  初めに、大項目１、「おしょうしな終活情報登

録制度」事業を推進すべきと考えるがどうかの小

項目１、「おしょうしな終活情報登録制度」事業

について、進捗状況と研究の結果はどうかについ

てお答えいたします。 

  本市の65歳以上の独り暮らしの世帯の推移は、

毎年４月１日現在の住民基本台帳と国勢調査の資

料を基に算出した推計値では、令和５年４月１日

現在では3,309世帯、令和６年４月１日現在では

3,293世帯、令和７年４月１日現在では3,269世帯

となっております。 

  令和７年４月１日現在の全世帯に対する割合は

9.8％となっており、おおむね10世帯に１世帯が高

齢者単身世帯という状況にあります。 

  また、高齢者のみで構成される世帯の推移につ

きましては、令和５年４月１日現在では6,562世帯、

令和６年４月１日現在では6,537世帯、令和７年４

月１日現在では6,503世帯となっております。 

  令和７年４月１日現在の全世帯に対する割合は

19.4％となっており、おおむね５世帯に１世帯が

高齢者のみで構成される世帯という状況にありま

す。 

  身寄りのない方の実態につきましては、住民情

報だけでは客観的に判断することは難しいと考え

ています。このことから、本市では身寄りのない

方の実態、実数については把握していないところ

です。 

  次に、終活情報登録制度に関する本市の調査・

研究に対する進捗状況です。 

  終活情報登録制度は、本人の緊急連絡先やかか

りつけ医、財産の状況、葬儀関係などの終活関連

情報をあらかじめ自治体に登録し、本人が病気や

事故などで意思表示ができなくなったとき、また

は死亡したときに、警察、消防、医療機関や事前

に指定された御親族などからの照会によって、登

録情報を開示する事業と捉えております。 

  この事業は身寄りのない方のみを対象にするも

のではありませんが、高齢者の方にとって有用な

場面が多くあるものと認識しております。 

  本市の調査・研究の進捗状況については、制度

設計に向けて、厚生労働省主催の持続可能な権利

擁護支援モデル事業連絡会の会議に継続的に参加

し、権利擁護支援の枠組みで幅広く先進自治体の

取組について情報収集しているところです。 

  また、事業を実施する上での課題について、先

進自治体へ直接聞き取りを行い、要綱、対象要件

などの制度設計や、相談件数、契約件数の見込み

数などの現状のほか、委託状況等のうち実施体制

などについて、より実務に沿った内容について把

握に努めているところです。 

  次に、議員お述べの米沢版エンディングノート

である「おしょうしなノート」と併せて「おしょ

うしな終活情報登録制度」の名称を含めた事業推

進の提案につきましては、これまで情報収集した

内容を参考にしながら、エンディングノートを含

めた地域にある社会資源を最大限活用し、ネーミ

ングを含めた米沢版の具体的な制度設計について

検討していきたいと考えております。 

  次に、小項目２、孤立死の実態をどのように把

握しているかについてお答えいたします。 
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  孤立死、孤独死については、明確な定義はあり

ませんが、孤独・孤立対策推進法では、日常生活

もしくは社会生活において孤独を覚えることによ

り、または社会から孤立していることにより心身

に有害な影響を受けている状態を、孤独・孤立の

状態と明記されています。 

  孤立死、孤独死いずれの場合であっても、全て

のケースを本市で対応しているわけではなく、正

確な実数を把握することはできない状況です。 

  高齢福祉課で把握できる死亡等に関係するもの

は、高齢者の身寄りのない方について本市が執り

行った火葬・埋葬に関する数値になります。 

  本市が執行した高齢者の火葬・埋葬の実績は、

令和４年度は５件、令和５年度は４件、令和６年

度は７件、令和７年11月末時点の件数は３件とい

う状況です。 

  身寄りのない方の孤立死が発生した場合の行政

の対応ですが、地域包括支援センターなどが把握

している身寄りのない高齢者の方が亡くなられた

場合には、地域包括支援センターなどと情報共有

し、法律に基づき、高齢福祉課にて火葬・埋葬の

対応を行っております。 

  地域包括支援センターなどが関与していない高

齢者の方が亡くなられた場合には、多くは警察署、

医療機関などから市へ連絡が入り、高齢福祉課に

て相続人などの身内の方の確認を行い、火葬・埋

葬の対応をしております。 

  次に、身元保証人や緊急時の連絡者がいないこ

とにより入院や施設入所が困難な事例についての

認識についてですが、高齢者が施設に入所する場

合や病院に入院する場合の多くは身元保証人など

を立てることを求められ、身寄りがない高齢者の

場合であっても例外ではないと考えられます。 

  本市が措置権者となる養護老人ホームの入所に

おいては、身寄りのない方に限り福祉事務所が緊

急連絡先となり、高齢者に緊急事態が発生したと

きには高齢福祉課職員が対応しております。 

  しかしながら、施設と利用者との契約による介

護保険施設や有料老人ホームなどへの入所におい

ては、その実態把握が難しいことから、本市とし

ては確認できていないところです。 

  なお、入院時の対応について、市立病院での対

応になりますが、基本的な対応として、入院時、

入院申込書に身元引受人及び連帯保証人をそれぞ

れ本人自署または記名押印の上、提出となります。 

  しかしながら記入がない場合は、入院時に患者

に確認をし、それでも判明しない場合は、さらに

入院後に医療ソーシャルワーカーが関与し、近親

者などの聞き取りを行っています。 

  結果、身元引受人・連帯保証人に適格者がいな

く、その後、患者が亡くなられた場合は、相続人

を再度確認し、健康福祉部内の関係課が火葬・埋

葬の対応を行っているところです。 

  次に、小項目３、終活情報登録制度を導入する

ことは、高齢者の将来への安心につながると思う

がどうかについてお答えいたします。 

  議員お述べのとおり、終活情報登録制度の導入

は、高齢者にとっても、自身の意思を明確にして

おくことで自分の希望が行政や医療現場と共有さ

れるため、未来への不安を解消するものになり得

ると考えられます。 

  また、医療、介護、行政の現場では、円滑な支

援を可能にする有効な手段と考えられると認識し

ております。 

  制度の導入に当たっては、大きく３つの課題が

あると考えております。 

  １つは、法や制度に関連する課題で、現在、厚

生労働省において社会福祉法の第二種社会福祉事

業に位置づけられる検討がされている終活サポー

ト事業との兼ね合いや、登録された個人の情報に

ついて個人情報保護法などに基づき厳重に管理す

る体制の構築が必要なことが挙げられます。 

  ２つ目としては、制度運用の体制構築に関する

課題です。 

  現状では、情報の取扱いの観点から市が直接運

営することが想定されますが、その際の人員や緊
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急対応を見据えた24時間の連絡体制の確保が挙げ

られます。 

  ３つ目としては、制度の周知啓発に関する課題

です。 

  新しい制度であるため、対象となる方や関係機

関への周知が必要であり、特に対象者にとっては、

終活に関わる内容がデリケートな事柄であるため、

安心して登録してもらえるように丁寧な内容と説

明が必要であると考えます。 

  これらの課題解決については、先進地での取組

が参考になると考えておりますので、さらなる情

報収集に努め、制度設計に向けた検討を進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、大項目２、健やかな毎日を送るための減

塩対策についての小項目１、減塩対策の取組と効

果についてお答えいたします。 

  本市では減塩対策の一環として、令和４年度か

ら特定健診、はつらつ基本健康診査、生活保護受

給者等健康診査において、尿中の推定１日食塩摂

取量測定を導入し、市民の食塩摂取量の実態把握

を行ってきました。 

  結果については、議員お述べのとおり、本市の

目標値は７グラム未満ですが、男女とも約９割が

目標値には達していないことが分かりました。 

  第２期データヘルス計画による国民健康保険被

保険者の健康状態は、医療費や高額レセプト、有

病者等の分析の結果、糖尿病、高血圧、脂質異常

症、腎臓病に起因した人工透析を予防することが

重要であることが分かりました。 

  生活の質などを示すＱＯＬの低下や、高額な医

療がかかる人工透析への移行を食い止めるために

は、食塩の過剰摂取を控え、高血圧や糖尿病の状

態を良好にコントロールし、腎機能を維持するこ

とが大切です。 

  第３期データヘルス計画の保健事業の方向性と

しては、生活習慣病の発症及び重症化予防を目指

し、ポピュレーションアプローチとハイリスクア

プローチを組み合わせ、効果的な保健事業を展開

する必要があります。 

  主な減塩対策の取組としては、推定１日摂取量

が11グラム以上の市民を対象にした「減らしてか

んたん適塩教室」では、味覚チェックやみそ汁の

塩分濃度測定、減塩料理の試食などの体験や個別

指導を実施しており、参加者38名中、32名の推定

１日食塩摂取量が平均2.7グラム減少し、適塩教室

がきっかけとなり食生活の改善につながったと評

価しております。 

  ほかにも働き世代向けの企業を対象とした適塩

教室や一般市民向けの「だれでも気軽に適塩教室」、

健診結果・健康づくり相談会、出前講座等におい

て、保健師や栄養士による減塩指導を実施してお

ります。 

  米沢市薬剤師会との協働での減塩対策事業につ

いては、これまでの市主体の減塩対策に加え、機

会を捉えた幅広いアプローチの必要性を感じ、市

民にとって身近な専門職の拠点である薬局との連

携に着目し、米沢市医師会の監修を受けながら、

市民の健康づくりを推進する環境整備の一環とし

て開始したものです。 

  立ち上げ時の令和５年度は、簡単に減塩できる

コツや塩分の多いメニュー等を掲載した減塩リー

フレットやポスターを協働で作成し、普及啓発に

取り組みました。 

  令和６年度は、モデル的実施事業に手を挙げて

くださった９つの薬局において、加入保険にかか

わらず、高血圧、糖尿病、心不全などでの内服治

療中で減塩指導が必要な方にお声がけをし、塩分

チェックシートを用い、17人に評価面接も含めて

個別減塩指導を２回実施いたしました。 

  その結果、約９割の方に食習慣や意識の改善が

見られ、指導方法の標準化及び一人一人に合わせ

た個別指導により、行動変容につながったものと

考えております。 

  今年度からの本格実施では、国保被保険者の特

定健診受診者で、推定１日食塩摂取量が９グラム

以上11グラム未満の高血圧、糖尿病、高脂血症で
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内服治療中の約700人の方への個人通知により希

望者が薬局に申し込む方法で、11の薬局に協力を

いただき、現在、個別指導を行っており、かかり

つけ薬局で薬剤師さんに指導を受けることは大変

ありがたいなどの声もいただいております。 

  次に、小項目２、「ナトカリ比」を見える化し、

食塩に対する市民の意識変革につなげてはどうか

についてお答えいたします。 

  減塩や高血圧の改善などにつながる生活習慣の

行動変容を促すための動機づけとして、本人のデ

ータを見える化することは大変重要であると認識

しております。 

  「ナトカリ比」に関しては、日本高血圧学会で

は目標値を提唱していますが、現段階で国の定め

はなく、ナトリウム摂取量を減らすと同時にナト

リウムの排せつを促すカリウムの摂取量を増やす

ことが重要との見解を示すにとどまっています。 

  「ナトカリ計」を使用してのデータを見える化

した健診当日の動機づけについてですが、「ナト

カリ比」については、現在、国の健診の項目に入

っていないことから市独自の検査項目となり、導

入に係る費用が新たに生じることになります。 

  また、健診センターにおいては、尿の採取やそ

の取扱い、結果説明など、様々な課題があると考

えられます。 

  このことから、現段階では、適切な食塩摂取や

野菜、果物からのカリウム摂取に関する指導や周

知啓発に、今まで以上に取り組んでいきたいと考

えております。 

  なお、腎臓病の方のカリウム制限につきまして

は主治医に必ず確認する必要があることも併せて

周知してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） まずは、御丁寧な御

答弁ありがとうございました。 

  それでは、最初に、大項目１について質問いた

します。 

  議会広報広聴委員会で10月に「議員と話そう、

米沢の未来について」と題して、市民の皆様から

広く意見を伺う取組を行いました。市役所の１階

ホールとナセＢＡで行ったわけなのですが、ある

高齢男性から、子供もいない、妻も亡くなった、

独りになっておっちんだら、これは死んだらとい

うことですけれども、独りになっておっちんだら

どうなるかと、大変切実な声を伺いました。 

  このような、高齢者の不安の声を、市役所窓口

でも相談される方もおられるのではないかと思う

のですが、市としてはこのような場合にはどのよ

うに向き合っているのか、まず最初にお伺いをし

たいと思います。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 高齢福祉課の窓口でも

同様の相談を受けることがございます。 

  相談者の方から困り事や不安な点を丁寧にお聞

きし、その相談内容に沿った支援機関などの紹介

や、米沢版エンディングノート「おしょうしなノ

ート」の紹介、そのほかに、任意後見制度の活用、

民間の死後事務委任契約などを説明しているとこ

ろです。 

  このたび議員に寄せられた不安は、超高齢社会

の現代においては多くの方が抱えている課題の一

つであり、市としても取り組むべき課題と捉えて

おります。 

  本人の意思をできるだけかなえられるよう、終

活に関する総合的なサポート体制を構築していく

必要があると考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） やはり総合的な相談

体制というのは大切なことだと思います。高齢者

があっちに行ったりこっちに行ったり相談窓口を

動くようなことでなく、総合の窓口が１つあると

いうことが、高齢者の負担と不安軽減にもつなが

るのではないかと思います。 

  次に、身寄りのない高齢者の人数については今

のところ把握できないという御答弁でした。 
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  できないということは、調査の必要があるのだ

けれどもできないのか、それとも、これは別に調

査が必要ないとお考えなのかどうか、そこについ

てお聞きしたいと思います。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 身寄りのない方のおお

よその人数を把握するということは、今後様々な

制度を検討する上で必要なことと考えております。 

  しかしながら、プライバシーの問題や身寄りの

ない方の定義づけが難しいなどの課題もあります。 

  今後どのような方法が可能なのかも含め、先進

の事例の取組を参考にし、検討してまいりたいと

考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） やはり私は、もちろ

んこれから先進事例を見て検討していくという御

返答をいただきましたけれども、これは大切なこ

とだと思うのです。これからにおいては。 

  それで、先ほど壇上でも申し上げましたが、身

寄りのない方が亡くなった場合、御親族を探す作

業というのは多大な時間を費やすと市の方からも

伺っております。 

  また、昨年度は65歳以上で身寄りのない方の葬

儀費用と遺骨管理料３人分約65万7,000円を市で

は予算化しているということも聞いておりますが、

令和７年１月末の時点で６件、約112万円と予算を

超過したとも聞いております。このまま放置すれ

ば事務負担も財政負担も確実に増えることは明白

だと思います。 

  65歳以上の高齢者全体を対象にこの終活情報登

録制度を導入することによって、その中で身寄り

のない方の情報も把握できると思います。これは

大きな情報源になります。 

  もちろん先進地事例の情報を取るのも大切です

けれども、まずもってこの登録制度を入れただけ

でも情報源になるということは大切なことだと思

うのですが、改めて、この制度を導入することに

よってこれができるということについては、部長、

いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 本制度の導入によりま

して、登録を希望される方々の背景やニーズ、潜

在的な不安の傾向を間接的に把握する一助となる

と考えております。そして、実態に即した支援策

を検討することも可能となります。 

  市民の安心につなげる極めて重要な制度である

と認識しておりますので、今後、制度導入に向け

ての検討は進めていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） 以前も御紹介いたし

ましたが、全国で先駆けて事業を開始した神奈川

県横須賀市の取組は、昨年視察を行い、健康福祉

部長はじめ、担当課の職員にも参加をいただいて

報告会をさせていただきました。 

  横須賀市は７年前より市民全体を対象にこの終

活情報登録伝達事業を開始して、元気なうちに緊

急連絡先や墓地の所在地、遺言の保管場所などを

あらかじめ登録する仕組みで、今800件を超える登

録があると聞いております。 

  以前は住民票とか戸籍簿から親族を探すことが

できたわけですけれども、携帯電話が普及して固

定電話が減少、そして現在は、携帯電話が暗証番

号でロックされて開けないというケースが増えて

いるわけです。横須賀市はこういう課題を解消す

るために、この登録制度の導入を開始していまし

た。 

  また、先月、福島県白河市に伺ってヒアリング

をしてきました。 

  担当者からは、10月から白河市は登録制度を始

めましたが、白河市では独居高齢者が多く、親族

が不明のまま火葬、埋葬を市が代行するケースが

多くなって、これを未然に防ぐために導入したと

説明がありました。 

  もちろん登録は任意であって、また、本人の情

報も柔軟な仕組みで登録され、また、紙ベースで

保管されて、鍵のかかる書庫に厳重に管理をされ
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ております。 

  ただ、先ほど壇上で返答がありました24時間の

管理体制をどうするかというのは、やはり今後の

課題ではあると白河市でもおっしゃっておりまし

たが、これを開始するに当たって経費は約10万円

でできたということでした。 

  国も支援策について動き始めているのですが、

具体的にいつ開始するかというのは定かではあり

ません。時間がかかります。 

  本市がこの問題についてどれほど危機感を抱い

ているか。この問題は、私をはじめ、以前、髙橋

英夫議員も質問されておりますから、ここ１年、

２年の話ではないわけです。 

  この問題について本市がどれほど危機感を抱い

ているか。その温度差こそが白河市との違いだと、

私は今御返事を聞いていて思ったところです。 

  横須賀市や白河市をはじめ、他自治体での効果

についてはもう検証済みです。白河市の担当の方

は、もうほかの自治体を参考にしてつくって、米

沢市独自の項目について必要があれば追加すれば

すぐにできますとアドバイスもいただきました。 

  やはり国の動向を見る、他自治体の先進事例を

検証するというのは、最も簡単でもっとも無責任

な答弁ではないかと私は今思いました。 

  これは今始まっての私の質問ではないわけです。

何もしないとはおっしゃっていませんが、いつま

でこのことについて結論を出すのか。私は、国の

指示待ちの姿勢は、結果としては不安を抱く、先

ほどのような不安を抱く高齢者を置き去りにして

いるとしか思えません。 

  もう一度確認いたしますが、先進地の事例、国

の施策そこもいいのですが、米沢市としては今後

進めるのか、それとも導入しないのか、そのこと

について改めて確認をさせてください。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 私のところに、身寄り

のない方の埋火葬の決裁文書というのは上がって

まいります。その件数が年々増えているというよ

うなことは実感として感じておりました。それは

昨年度ぐらいからすごく強く感じるようになった

ところです。 

  ですので、本市として、担当課としてもですけ

れども、担当部としても危機感を持って対応しな

ければならないということは十分自覚していると

ころです。 

  いつまでというところはまだ期限的には、準備

段階でもありますので詳しいことはまだ決まって

いないところではありますけれども、確実にでき

るところから実施していくというような姿勢につ

いては必要なことと考えております。 

  今、議員がお述べになられました白河市の事例

というのは本当にすばらしい事例であると感じて

おりますので、できるだけ身近なところから、で

きることから進められるよう検討してまいります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  まずは、やはり進められるところから、例えば

登録のシートから始めるとかいろいろな方法が、

他自治体でも取り組むまでにいろいろ検討してい

るようですので、まずもってさっき言ったように、

高齢者の不安を軽減するためにもとにかく早急な

制度設計をしていただきたいとお願い申し上げま

す。 

  次に、減塩対策についてお伺いいたします。 

  先月29日に６年ぶりとなる米沢市市民健康セミ

ナーが開催されました。会場ホールは多くの市民

が集まり、健康に対する市民の意識と関心の高さ

を改めて感じました。 

  セミナーでは、医師より、脳卒中予防、心臓血

管の疾患や予防に関する講演も行われ、今回の私

の質問にも関連して、大変興味深く拝聴させてい

ただいたところです。 

  また、ロビーでは、市立病院の看護師による血

圧測定と相談、薬剤師によるお薬相談、株式会社

バイタルネットの測定機器を用いた血管年齢やス
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トレスチェック、そして、指先を機器に入れるだ

けで野菜の摂取量が分かるベジメーター測定など

を実施されて、多くの市民が熱心に参加しており、

その測定を待つ長い行列ができるほどでございま

した。 

  最初に健康セミナーの参加人数や市民のアンケ

ートの反応、感想、健康体験をした市民の受け止

め方など、お分かりであればお伺いいたします。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 このたび開催いたしま

した米沢市市民健康セミナーには145名の市民の

方々に参加いただきました。スタッフを含めます

と、171人の方が聞いていたというような状況にな

っております。 

  講習会終了後のアンケートでは、ほとんどの方

から、とてもよかった、おおよそ満足できたとの

回答をいただき、今後も継続して開催してほしい

との声もいただきました。市民の健康への意識を

再確認することができたセミナーでした。 

  来年度以降も開催し、健康増進のための取組や、

地域医療を守り育てる意識の醸成、共有につなが

る情報提供を行ってまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。本当に私も市民の健康に対する意識の高さを

すごく感じたところでした。 

  次に、米沢市には県立米沢栄養大学があります。

減塩対策について同大学との連携はあるのかお伺

いしたいと思います。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 現在、県立米沢栄養大

学との連携事業として、令和２年度から企業を対

象とした適塩教室を実施しており、令和５年度か

らは、大学からの学術的な知見も踏まえ、試験的

に「ナトカリ比」を使用し、カリウムにも着目し

た減塩指導を行っております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  「ナトカリ比」のチェックもされているという

のは私も知らないでおりましたので、大変驚いた

ところです。 

  実は、他自治体を調べました。そうしたら、山

形市では来週17日に「話題のナトカリ比について

知ろう」という題名で講演会が開催されます。講

師は山形県立米沢栄養大学の先生でした。 

  講演会のＰＲに、近年減塩と併せて、「ナトカ

リ」バランスを意識した食生活を送ることで、減

塩効果が高まることが注目をされています。食塩

や調味料に多いナトリウムと野菜や果物などに多

いカリウムの摂取量のバランスに気をつけ、様々

な病気の原因となる高血圧を予防しましょうと紹

介されています。 

  さらに、広く市民の方に検査を受けていただけ

るよう、「カラダと向き合う！健康みえる化測定

会」と題し、推定食塩摂取量検査や体の健康に関

するチェックができる測定会もしますということ

でした。 

  そして、御自身の食生活や健康状態を振り返る

きっかけにしてくださいというコメントも添えて

ありました。 

  山形市での取組が大変進んでいるなと驚いたと

ころですが、本市ではこの「ナトカリ比」の周知

について、先ほど大学での「ナトカリ比」をやっ

ているというのを初めて私も知ったわけですけれ

ども、この「ナトカリ比」の周知とか健康測定会

の開催についてはどのようにお考えかお聞きした

いと思います。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほど述べさせていた

だきました。現在、米沢栄養大学との連携事業の

中で、企業を対象とした適塩教室の中で「ナトカ

リ比」を実施しております。 

  こちらにつきましては、事前に尿を採取したも

のを外注で検査をしていただき、それを米沢栄養

大学のほうで「ナトカリ比」として数値化したも
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のをフィードバックさせていただいているという

ことで、今まで400人の方々にこちらの検査を受け

ていただいているところです。 

  先ほども申し上げましたけれども、こういう教

室を通じてやはり生活習慣病であったり、見直し

であったり、あとは自分の状態がどうだというと

ころを広く認識していただいているというような

ことは、今後の健康を考える上では非常に有効な

ものであると考えております。 

  ただ健診の中で実施していくとなると様々な課

題もございますので、まずは、このようなイベン

トの中で実施していく、そして一人一人が行動変

容などをしていただくということをまずは第一に

考えさせていただき、進めさせていただきたいと

考えているところです。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  行動変容につながるということはやはり部長も

お分かりになっていらっしゃる。ただ健診の中で

即実行するのはなかなか大変、いろいろなことが

あって難しいと思うので、イベントの中でやって

いく。私はまずもって、最初はそこから始めてい

くのでいいと思います。 

  ただ私が思うのは、さっきの「ナトカリ比」と

かベジメーター、野菜摂取量とか、そういうのは

すごく見える化につながるのです。 

  先ほども壇上で言いましたが、見える化という

のは、すごく自分の健康状態を客観的に知って生

活改善をしようという行動変容につなげやすいと

思います。 

  それで、見える化というのはすごくいい手段だ

なと思うのですけれども、まずは、「ナトカリ比」

もそうですけれども、ベジメーターもそうですけ

れども、この見える化ということについての考え

は、部長、どうですか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 健康診断を受けており

ますと、様々な数値というものが尿検査及び血液

検査の中で示されております。その中で標準的な

数値と比較して自分が高いのか低いのかというと

ころを認識していくということは、非常に重要な

ことと捉えております。 

  また、それが行動変容を伴うように、やはり数

値の見方ですとかどういうものが大事なのかとい

うところを併せて説明をしていくということも非

常に重要なことと捉えております。 

  やはり見える化というのは、自分のことを考え

る上で、健康を考える上で非常に重要な点である

と考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  実は、先ほど紹介しました株式会社バイタルネ

ットというのは米沢市と連携協定を締結している

わけですけれども、医薬品卸会社で東北や新潟の

エリアナンバーワンの実績があります。 

  今年５月に米沢市と健康増進に関する連携協定

を締結し、地域医療を守り育てるという共通課題

を背景に、市民の健康増進、生活習慣病の予防及

びがん対策、感染症予防、災害時における市民の

健康保持などを目的として締結したとお聞きして

おります。 

  このたびのセミナーでも、このノウハウを活用

して、バイタルネットは健康体験コーナーを開催

しております。 

  私もいろいろ今回調べました。そうしたら、こ

のバイタルネットではいろいろな取組をしており

まして、実はここでベジメーターという機械を貸

し出しております。 

  そして、それを使って、例えば横浜市の港南区

というところでは、まずは区の職員を対象に３か

月間野菜摂取の向上の取組はどうかというのを検

討したり、または、静岡県の浜松市では、小学生、

中学生、高校生などの本当に若い世代に働きかけ

て、このベジメーターを使ってずっと経過を測っ
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て、どういうふうに変わっていくかというのをも

う見える化させて、そうやって健康増進に取り組

んでいるというのが出ておりました。 

  やはり私は、もしできましたらこのベジメータ

ーの貸出しを、せっかく提携を組んでいるわけで

すから、貸出しなどを受けて指導に役立てるよう

なこともできるのではないかと思ったところです

が、今後バイタルネットとはどのように連携され

ていくのかお伺いできますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 このたび、株式会社バ

イタルネットと協定を結ばせていただきまして、

健康セミナーにも御協力をいただいたところです。 

  今後、様々な健康教室であったりとかセミナー

であったりとか協力をいただき御助言をいただけ

る場も必要になってくるかと思います。 

  今後もバイタルネットとの協定の中で、どのよ

うなことが可能になるかも含め協議をさせていた

だきながら、取り入れていきたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  せっかくの連携協定でございますので、しっか

り市民にこれを周知できればと思ったところでご

ざいます。 

  もう一つ、紹介をさせていただきます。 

  ９月に酒田市に伺ったときに、ある商業施設に

町の保健室というコーナーがありました。やはり

測定機器を使って、野菜摂取状況、ストレス、脳

や血管年齢、肌年齢、血圧などがチェックできる

ようになっておりました。これは酒田市が直接は

関わっていないようですが、買物ついでに自身の

心身の健康チェックができるというのはすごくす

ばらしいと思っております。東北初の試みだとお

聞きをしてきました。 

  最後にですが、近藤市長にお聞きしたいと思い

ます。 

  幸せを実感できる好循環の米沢の実現のために

は、米沢に住む一人一人が健康で、高齢になって

も安心してこの地域で生活できるまちづくりの仕

組みが重要と私は考えます。 

  先ほどの終活情報登録制度や「ナトカリ比」の

見える化などこれらの導入について、近藤市長、

私と部長のいろいろなやり取りを聞いてどのよう

に思われたか。 

  また、今後の米沢市での導入などについてどの

ような市長の考えがあるかなども見解をお聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  山田議員の質疑をずっと拝聴させていただきま

した。大変いい御提案を幾つもされていると思い

ます。 

  特に、「おしょうしな終活情報登録制度」です

か、私も勉強不足で初めて聞いたので、なるほど、

こういうものがあるのかと感じたところでありま

す。 

  ちょっと言葉がいいかどうか、終わりよければ

全てよしという言葉がございますけれども、やは

り人間生きてきて最後どう閉じるかと、非常に大

事なことであります。 

  かつ、やはりついの住みかが大事であって、ふ

るさととは何だろうと考えたときに、もちろん生

まれたところはふるさとであります。しかし、私

も実は生まれたのは米沢市ではないのですが、間

違いなくついの住みかは米沢になるだろうと思い

ます。 

  やはりこのついの住みかをどう選ぶかというの

が人間にとって非常に大事なことであって、つい

の住みかたる米沢が、まさに独り暮らしが増えて

いる中で、そういった情報をきちっと行政が集め

て、そして、きちんと対応するということは非常

にこれからの、かつては必要でなかった、20年前

なかったかもしれないけれども、今日的というか、

これから非常に大事な一つの行政サービスのあり
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ようなのだろうということを感じたところであり

ます。 

  健康福祉部長も非常に前向きに考えていくとい

うことを言っておりましたが、山口部長はこう見

えてやるときはかっちりと強くやるときがあるの

ですけれども、きちっと優れた部長であられるの

で、こういうことを事務的におっしゃっていると

いうことはかなりきちんと考えているのだろうと

いうのを感じましたし、私もこの問題について注

視していきたいと思います。 

  予算の関係もあるのでしょうけれども、やれる

ならやるにこしたことはないだろうと。それほど

コストもかからずにやれる方法もあるという議員

のお話でもございましたし、きちっとやる方向で

何ができるかというところを動かなければいけな

いと、こういうものだろうと思います。 

  あと、減塩のお話でございますが、「ナトカリ

比」もなるほどと、こういう数字があるのも私、

全く、すみません、これまた勉強不足でありまし

た。 

  ベジメーターは結構使ったことがあってという

か、まさに各地のコミセンでそういう教室がある

ときに、あれは瞬時に分かるのです。非常に便利

であります。多分「ナトカリ比」もちょっとチェ

ックをすればすぐ分かるということなのでありま

しょう。 

  やはり今は技術が進歩して様々、ああいう機械

もそれほど高価ではなく多分出るのではないかと。

ベジメーターなどもそれほど高価な、何十万円も

するような機械とは到底思えないので、かなり普

及している機械でありましょうから、そこは株式

会社バイタルネットとの契約もあるし、どういう

形になるのか、バイタルネットに限らず、そうい

うものを提供している企業、いろいろな健康増進

協定を本市として契約している企業もございます

から、そういう企業の御協力を得て、市民の方々

が分かりやすいものを入れていくということは非

常に大事かと思います。大変いいお話をいただい

たかと思います。 

  やはり健康であるということは基本の基という

か、一番大事なところであるでしょうし、心身と

もに、心も含めて、心身ともに健康な状態である

と。また、仮によしんば病気になっても、健康に

向けて回復しているという状態にあるということ

が非常に大事ですし、そういう状況をつくるとい

うことはまさに自治体の福祉の増進という意味で

一番大事な仕事の一つでありましょうし、このこ

とをなくしてウェルビーイングのまちづくりもな

いと、こういう思いで市政に取り組んでまいりた

いと思います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○１９番（山田富佐子議員） ありがとうございま

した。 

  ただいまは市長から心強い御返答をいただきま

した。やはりこれからも私もしっかり注視してい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○島軒純一議長 以上で19番山田富佐子議員の一般

質問を終了し、席移動のため、暫時休憩いたしま

す。 

 

  午後０時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後０時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

 

 

 

  日程第２ 議第１１１号米沢市特別職の職

員の給与に関する条例及び米沢

市病院事業の管理者の給与等に

関する条例の一部改正について
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外６件 

 

○島軒純一議長 日程第２、議第111号米沢市特別職

の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について

から日程第８、議第117号令和７年度米沢市下水道

事業会計補正予算（第２号）までの議案７件は、

議事の都合により一括議題といたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を求めます。

近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 ただいま上程になりました議第

111号から議第117号までの７案件について説明い

たします。 

  初めに、議第111号米沢市特別職の職員の給与に

関する条例及び米沢市病院事業の管理者の給与等

に関する条例の一部改正について説明いたします。 

  本案は、常勤の特別職の職員及び議会議員並び

に病院事業の管理者に対して支給する期末手当の

支給割合を変更するため提案するものであります。 

  次に、議第112号米沢市一般職の職員の給与に関

する条例の一部改正について説明いたします。 

  本案は、山形県人事委員会勧告に準じ、一般職

の職員の給料月額及び宿日直手当の額を改定し、

期末手当及び勤勉手当の支給割合を変更するため

提案するものであります。 

  次に、議第113号から議第117号までの補正予算

５案件について説明いたします。 

  議第113号令和７年度米沢市一般会計補正予算

（第７号）は、給与改定や会計間異動等に伴う職

員給与費及び特別会計繰出金などのほか、米沢四

季のまつり委員会事業費補助金の増額として、１

億5,841万円を増額補正しようとするものであり、

この結果、補正前と合わせた一般会計の予算総額

は524億6,143万5,000円となります。 

  これらに伴う財源といたしましては、特定財源

として国庫支出金や寄附金などを増額補正するほ

か、一般財源として財政調整基金繰入金を増額補

正しようとするものであります。 

  次に、特別会計でありますが、議第114号令和７

年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第３号）、議第115号令和７年度米沢市後期高

齢者医療費特別会計補正予算（第２号）及び議第

116号令和７年度米沢市介護保険事業勘定特別会

計補正予算（第３号）につきましては、給与改定

及び会計間異動等に伴う職員給与費などを補正し

ようとするものであります。 

  次に、企業会計でありますが、議第117号令和７

年度米沢市下水道事業会計補正予算（第２号）に

つきましては、給与改定及び会計間異動等に伴う

職員給与費を増額補正しようとするものでありま

す。 

  以上、提案いたしました各議案につきまして、

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○島軒純一議長 ただいまの市長説明に対し、総括

質疑を許可いたします。御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 なければ、総括質疑を終結いたし

ます。 

  ただいま議題となっております議案７件は、会

議規則第37条第１項の規定により、配付しており

ます議案付託表（追加）のとおり、それぞれ所管

の委員会に付託いたします。 

  所管の委員会は、会議日程により慎重審査の上、

来る12月23日の本会議にその審査の経過と結果を

報告願います。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 
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  午後０時１５分 散  会 


